
 

人材力活性化研究会開催要領（案） 

 

 

１ 目 的  

 地域活性化の基本的な要素である人材力の強化を図るため、「人材力活性化研究会」

を開催し、NPO・企業等との連携方策も含めた課題を抽出したうえで、人材力活性化の具

体的な施策・目標の検討や人材力の相互交流とネットワーク形成の進め方等の検討を行

い、人材力の強化・活性化に取り組もうとしている様々な主体の今後の指針となるプロ

グラムを策定する。あわせて、人材力活性化の事例の調査等を行い、その充実を図る。 

 

２ 名 称 

 本会合は、「人材力活性化研究会」（以下「研究会」という。）と称する。 

  

３ 検討内容 

(１)人材力活性化の取組の現状と課題の抽出、対応策の検討 

 ① 地域活性化の現場で求められている人材像の把握 

 ② 人材力活性化の活動事例の収集（手法の検討を含む） 

 ③ 人材力の相互交流とネットワーク形成の事例収集（手法の検討を含む） 

 ④ 上記の現状を踏まえた課題の抽出と対応策の検討 

 

(２)人材力活性化プログラム等の検討・策定 

① 総務省及び人材力の強化・活性化に取り組もうとしている様々な主体の今後の

指針となるべき「人材力活性化プログラム」の策定 

②「人材力活性化プログラム」に基づき分野別のカリキュラムを作成 

 

（３）人材力活性化プログラム及びプログラムに基づき実施する施策の充実 

  ①「人材力活性化プログラム」の充実 

  ②「人材力活性化プログラム」に基づき分野別に作成するカリキュラムの充実 

 

（４）その他、人材力活性化プログラムに関し検討が必要なこと 

資料１ 



４ 構 成  

 研究会は別紙のメンバーをもって構成する。 

  

５ 運 営 

（１）研究会に座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。  

（２）座長は、研究会を招集し、主宰する。  

（３）座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。 

（４）座長は、必要に応じ、ワーキング・グループ（以下「ＷＧ」という。）の開催を

指示することができる。 

（５）座長は、研究会及びＷＧの開催に際し、必要に応じ、臨時構成員として、学識経

験者、関係団体等に出席を求めその意見を聞くことができる。 

（６）研究会は非公開とする。ただし、終了後、配付資料を公表する。また、速やかに

研究会の議事概要を作成し、これを公表するものとする。 

（７）配付資料、議事概要は、総務省ホームページに掲載することにより、公表するも

のとする。 

 

６ その他 

（１）研究会の庶務は、総務省地域力創造グループ地域自立応援課人材力活性化・連携

交流室において処理する。  

（２）この要領に定めるもののほか、研究会の運営その他研究会に関し必要な事項は座

長が定める。  
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